
　入札関係の書類をホームページ又は電子調達システムからダウンロードした場合

には、本票の下記太枠にご記入の上、メール又は郵送により必ずご提出ください。

　ご提出がない場合、仕様の変更や他の参加予定業者様からの質問への回答等、各

種のご連絡ができないおそれがあります。

＜宛　先＞

入札案件　名称

受領日
（ダウンロード日）

事
業

名称

所

所在地

氏　名

電話番号

メールアドレス

参加入札方式（予定）
　☐電子調達システム
　　　　　　　　　　　　　（いずれかにチェック）
　☐紙入札

令和８年度　高鍋公共職業安定所におけるレイアウト変
更に伴う什器類購入

入札関係書類受領書　（電子入札・紙入札共通）

令和　　　年　　　月　　　日

担
　
当
　
者

　　　宮崎労働局総務部総務課　会計第１係　

　　　MAIL：miyazakikaikei@mhlw.go.jp

      〒880-0805　宮崎市橘通東３丁目１番２２号　宮崎合同庁舎５階



 

入札公告 
 

次のとおり一般競争入札に付します。 

令和８年６月１８日 

支出負担行為担当官 

宮崎労働局総務部長 小森 康正 

１ 概要及び日程等 

(１)調達件名及び数量 

令和８年度 高鍋公共職業安定所におけるレイアウト変更に伴う什器類購入 一式 

(２)履行期間又は履行期限 

契約締結日から令和８年１０月３１日まで 

(３)履行場所 

仕様書による 

(４)契約方法 

一般競争入札(最低価格落札方式) 

(５)入札説明書の交付 

この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで 

(６)競争参加資格確認関係書類等の提出期限 

令和８年７月８日(水)１７時００分 

(７)入札書の提出期限 

令和８年７月８日(水)１７時００分 

(８)開札の日時及び場所 

令和８年７月９日(木)１０時００分 

宮崎労働局総務部総務課会議室 

 

２ 照会先 

入札説明書の交付場所、入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

〒880－0805 宮崎市橘通東３丁目１番 22号 宮崎合同庁舎５階 

   宮崎労働局総務部総務課会計第一係 電話 0985－38－8820 

上記の交付場所、宮崎労働局ホームページ及び調達ポータルサイトにおいて、入札説明

書を交付する。 

宮崎労働局ホームページ（https://jsite.mhlw.go.jp/miyazaki-roudoukyoku/） 

 「お役立ち情報」→「調達・売払情報」→「入札情報」→「2026年度」 

電子調達システムのＵＲＬ https://www.p-portal.go.jp/  

 

３ 競争参加資格 

（１）予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第７０条の規定に該当しない者であるこ

と。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て

いる者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）予決令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３）令和７・８・９年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において、「物品の販売

等」でＡ、Ｂ又はＣ等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であるこ

と。 

（４）資格審査申請書又は添付資料に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 

（５）経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 

（６）社会保険等（厚生年金保険、健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの）、船員保険、

国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。）に加入し、入札書提出期限の直近２

年間の保険料の滞納がないこと。 

https://www.p-portal.go.jp/


 

（７）入札書提出期限の直近１年間において、厚生労働省が所管する法令（※）に違反したこと

により、送検され、行政処分を受け、又は行政指導（行政機関から公表されたものに限る）

を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支

障をきたすおそれがないこと。 

  ※ 労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労

働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 

（８）開札日時点で厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 

（９）入札参加者は、入札者の提出をもって『責任あるサプライチェーン等における人権尊重の

ためのガイドライン』（令和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関

係府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努める者であるこ

と。 

（10）過去１年以内に、宮崎労働局の所管した受託事業において、以下のいずれかに該当し、信

頼関係を築くことが困難であって当該受託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでない

こと。 

  ①契約書に基づき、受託者の責において、事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除

を受けたこと。 

  ②契約書に基づき、監督を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに

改善をしなかったこと。 

  ③契約書に基づき、契約者からの報告書等の提出を求められたにもかかわらず、期日までに

回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと。 

  ④契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となった

こと。 

（11）障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35年法律第 123号）に基づく障害者雇用率以上

の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っ

ている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んで

いる者であること。 

 

４ 入札方法等 

(１)入札方法 

入札金額は総価で行う。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10パーセントに相

当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる

ものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者である

か免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書

に記載すること。 

 

(２)電子調達システムの利用 

本入札は電子調達システムで行う。ただし、電子調達システムにより難い者は、紙による入

札を認める。 

 

５ その他 

(１)契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(２)入札保証金及び契約保証金 

免除 

(３)入札者に要求される事項 

この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を

指定する期日までに提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関

し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。また、入札に参加を希望する者は、



 

上記証明書類とあわせて暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 

 

(４)入札の無効 

本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他

入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。 

また、入札に参加した者が、(３)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約

書に違反することとなったときは、当該入札書は無効とする。 

(５)契約書作成の要否 

要。 

(６)落札者の決定方法 

入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要

件をすべて満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者

の入札価格が予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内

であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

(７)手続における交渉の有無 

  無 

(８)その他 

詳細は入札説明書及び仕様書による。 



入 札 説 明 書 

 「令和８年度 高鍋公共職業安定所におけるレイアウト変更に伴う什器類購入」の入札について

は、この入札説明書によるものとする。 

 

１ 契約担当官等 

  支出負担行為担当官 宮崎労働局総務部長 小森 康正 

 

２ 競争入札に付する事項 

（１）調達件名 

   令和８年度 高鍋公共職業安定所におけるレイアウト変更に伴う什器類購入 一式 

（２）履行期間又は履行期限 

令和８年１０月３１日（土）まで。 

（３）履行場所 

   仕様書による。 

（４）入札方法 

  ア 入札金額は総価で行う。 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を

加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものと

する）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業

者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。 

  イ 入札者は、仕様書等に示す業務に係る経費のほか、契約履行に要する人件費及び一切の諸

経費を含めた金額の総額（以下「総価」という。）を入札金額とする。 

  ウ また、入札金額の内訳を記載した入札金額内訳書（任意様式）を提出すること。 

（５）入札保証金及び契約保証金 

   免除する。 

 

３ 電子調達システムの利用について 

  本案件は、原則、電子入札によることとし、電子調達システムで行う。 

  なお、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面により申し出た場合に

限り、紙入札方式によることができる。 

なお、電報、ＦＡＸ及び電子メールによる提出は認められない。 

 

４ 競争参加資格 

（１）予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第７０条の規定に該当しない者であるこ

と。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得てい

る者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）予決令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３）令和７・８・９年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において、「物品の販売

等」でＡ、Ｂ又はⅭの等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であるこ

と。 

（４）資格審査申請書又は添付資料に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 



（５）経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 

（６）社会保険等（厚生年金保険、健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの）、船員保険、国

民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。）に加入し、入札書提出期限の直近２年間

の保険料の滞納がないこと。 

（７）入札書提出期限の直近１年間において、厚生労働省が所管する法令（※）に違反したことに

より、送検され、行政処分を受け、又は行政指導（行政機関から公表されたものに限る）を受

けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障をき

たすおそれがないこと。 

   ※ 労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労

働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 

（８）入札日時点で厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 

（９）入札参加者は、入札者の提出をもって『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のた

めのガイドライン』（令和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係

府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努める者であること。 

（10）過去１年以内に、宮崎労働局の所管した受託事業において、以下のいずれかに該当し、信頼

関係を築くことが困難であって当該受託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこ

と。 

  ①契約書に基づき、受託者の責において、事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を

受けたこと。 

  ②契約書に基づき、監督を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改

善をしなかったこと。 

  ③契約書に基づき、契約者からの報告書等の提出を求められたにもかかわらず、期日までに回

答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと。 

  ④契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこ

と。 

（11）障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号）に基づく障害者雇用率以上

の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回って

いる場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいる

者であること。 

 

５ 入札に関する質問 

（１）この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、書面により提出すること。 

   書面の様式は任意とし、提出期限、提出先及び提出方法は以下のとおりとする。 

ア 提出期限 

    令和８年７月１日（水）１７時００分 

イ 提出先 

    〒880-0805 宮崎市橘通東３丁目１番２２号 宮崎合同庁舎５階 

    宮崎労働局総務部総務課会計第一係  

     電話番号：０９８５－３８－８８２０ 

     メールアドレス：miyazakikaikei@mhlw.go.jp 

ウ 提出方法 

    郵送、持参又はメールによって提出すること。 

（２）質問に対する回答は、「入札関係書類受領書（電子入札・紙入札共通）」を提出した全ての者

に、随時メール等により通知する。 



 

６ 入札への参加について 

  この入札に参加しようとする者は、あらかじめ、宮崎労働局ホームページ又は電子調達システ

ムから仕様書を入手すること。 

  また、仕様書を入手した場合は、必ず「入札関係書類受領書（電子入札・紙入札共通）」を提

出すること。 

（１）競争参加資格確認関係書類（入札参加届等）の提出期限 

   令和８年７月８日（水）１７時００分 

（２）提出書類 

  ア 電子調達システム及び紙入札による方式とも、次の書類を提出すること。 

（ア）入札参加届（兼自己申告書）（入札様式１） 

（イ）資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し 

（ウ）暴力団等に該当しない旨の誓約書及び役員名簿（入札様式２） 

イ 紙入札による場合は、上記アのほか、次の書類を併せて提出すること。 

（ア）電子入札案件の紙入札方式での参加について（入札様式３） 

（３）提出方法及び提出場所 

ア 電子調達システムによる場合 

    上記（２）に示す書類をスキャナ等により電子データ化させて電子調達システムにより送

信すること。 

    電子調達システムのＵＲＬ https://www.p-portal.go.jp/ 

イ 紙入札方式による場合 

    持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残る方法に限る。）により、上記５（１）イの場 

   所に提出すること。 

 

７ 同等品申請 

 (１)仕様書様式１に定める参考仕様品以外の製品の納入を希望する場合は、次に従い「同等品申

請書（任意様式）」を提出すること。 

なお、期限までに申請がない場合や、審査の結果「不承認」となった製品については、同等

品の選択は不可とする。 

① 提出書類 

ア 同等品申請書(任意様式) 

イ 品質・性能の詳細が明らかとなる資料(メーカーカタログの写し等) 

② 提出期限 

令和８年７月３日(金)１２時００分 

③ 提出方法 

ア メール 

質問の送信先アドレス：miyazakikaikei@mhlw.go.jp 

イ 照会窓口に持参 

④ 同等品について 

同等品とは、以下の項目を全て満たすものとする。 

ア 規格・品質・性能が、仕様書の内容を満たしていること。 

イ 規格・品質・性能が、参考仕様品と同等以上であること。 

ウ 参考仕様品の定価(オープン価格の場合は一般的な市場価格)と同額程度の定価の製品で

あること。 



(２)同等品申請に対する承認・不承認の通知は、「入札関係書類受領書」を提出した全ての者に、

随時メール等で通知する。 

 

８ 入札書の提出について 

（１）提出期限 

   令和８年７月８日（水）１７時００分 

（２）提出書類 

ア 入札書（紙入札方式による場合、入札様式４） 

イ 入札金額内訳書（任意様式） 

ウ 委任に関する届出書（紙入札方式用）（入札様式５）（代理人により紙入札する場合のみ） 

（３）提出方法及び提出場所 

   上記６（３）と同様とする。 

  

９ 落札者の決定方法 

（１）本案件仕様書に定める要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令

第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とする。 

（２）最低価格の入札者となった場合でも、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあ

ると認められるとき、または、その者と契約を締結することが公正の取引の秩序を乱す恐れが

あって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し

込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。 

 

10 開札の日時及び場所 

（１）開札日時 

   令和８年７月９日（木）１０時００分 

（２）開札場所 

   宮崎労働局総務部総務課会議室 

 

11 その他 

（１）入札結果の公表 

落札者が決定したときは、入札結果は、落札者の氏名、住所及び落札金額等の落札結果につい

て公表するものとする。  

（２）入札に係る注意事項 

ア 入札書に記載する金額は、仕様書様式１「調達物品一覧表」に指定の参考仕様品及び数量

を満たすだけ納入した場合にかかる金額の総計とする。その際、運送費等の諸経費は個々の

調達品の単価に含めて算出すること。 

なお、記載する金額に消費税は含まない。 

イ 入札者は、提出した入札書を引換え、変更し、又は取消すことはできない。 

ウ 理由の如何によらず、入札書が提出期限内に提出場所に現に届かなかった場合は、入札に

参加することはできない。 

   エ 次に該当する場合の入札は、無効とする。 

  （ア）指定した日時までに、指定の場所に到達しない入札 

  （イ）紙入札方式によっては、記名のない入札書又は要領を得ない入札書 



  （ウ）紙入札方式によっては、他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札 

   （エ）本注意事項の各号に反する入札  

   （オ）その他、担当官において入札書が不完全と認められた場合 

  （カ）上記６（２）ウの誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反するこ

ととなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 

  （キ）競争参加資格のない者及び入札条件に違反した者の提出した入札書 

オ 上記９の落札方法により落札となるべき同数値の入札をした者があるときは、直ちに電   

子調達システムによる電子くじを実施することにより、落札者を決定するものとする。 

カ 再度入札 

（ア）開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達し

た価格の入札がないときは、ただちに再度入札を行う。 

なお、電子調達システムにおいては、再度入札通知書に示す時刻までに再度入札を行う

ものとする。 

（イ）紙による入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合、再度入札は辞退したものと

みなす。 

（ウ）再度入札は、当初の入札と同じ方法（電子入札の場合は電子入札、紙入札の場合は紙入

札）で行わなければならない。 

（３）仕様書の手交を受けるにあたっての注意事項 

この入札に関して担当官が手交する仕様書は、この入札に係る競争参加資格を満たした者のう

ち、入札に参加しようとする者に対して、調達品目の仕様に関する具体的な情報を提供する手

段として作成しているものであるため、目的を遂行することのほかに複製することを禁ずる。 

（４）契約関係書類の真正性の確保 

押印が省略された契約関係書類が提出された場合は、以下のように取り扱う。 

なお、契約書の押印は、省略ができないので留意すること。 

  ア 担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。  

イ 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約   

金を徴取する場合があり得ること。 

 

12 入札等に関する問い合わせ先 

  〒８８０－０８０５ 宮崎市橘通東３丁目１番 22 号 宮崎合同庁舎５階 

  宮崎労働局総務部総務課会計第一係  

  電話番号：０９８５－３８－８８２０ 

  メールアドレス：miyazakikaikei@mhlw.go.jp 

 

 

◎ 様式等 

・入札様式１ 入札参加届（兼自己申告書） 

・入札様式２ 暴力団等に該当しない旨の誓約書 

・入札様式３ 電子入札案件の紙入札方式での参加について 

・入札様式４ 入札書（紙入札方式用） 

・入札様式５ 委任に関する届出書（紙入札方式用） 

 

・任意様式  同等品申請書 

・任意様式  入札金額内訳書 



【添付書類】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はい　・　いいえ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はい　・　いいえ

　私は、入札説明書に基づき、次のとおり、宮崎労働局が行う入札に参加することを届け出ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　【　物品の販売等　】　の等級　　　（　　　　　）等級
（１）令和７・８・９年度厚生労働省競争入札参加資格（全省庁統一資格）

１　入札件名　
令和８年度　高鍋公共職業安定所におけるレイアウト変更に伴う
什器類購入

２　競争に参加する者に必要な資格に関する事項について

（２）予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しない。　　　はい　・　いいえ

（３）入札参加届等書類（証明書等）及び添付書類に虚偽の事実を記載していない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はい　・　いいえ

（４）経営の状況又は信用度が極度に悪化していない。　　　　　　　　　　はい　・　いいえ

　②暴力団等に該当しない旨の誓約書及び役員名簿（入札様式２）

（７）障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者
　　又は精神障害者を雇用している、又は障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善
　　に取り組んでいる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はい　・　いいえ

　①資格審査結果通知書（厚生労働省一般競争（指名競争）参加資格）の写し

（８）過去１年以内に、宮崎労働局の所管した委託事業において、信頼関係を築くことが困難で
　　あって当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと。　

（５）社会保険等に加入し、入札書提出期限の直近２年間の保険料の滞納がない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はい　・　いいえ

　　　また、厚生労働省から指名停止の措置を受けていない。

（６）入札書提出期限の直近１年間において、厚生労働省所管法令違反により、送検され、行政
　　処分を受け、又は行政指導を受けていない。

入札様式１

入 札 参 加 届（ 兼 自 己 申 告 書）
【 電 子 入 札・ 紙 入 札 共 通 】

令和　　年　　月　　日

【届出事項】

支出負担行為担当官
宮崎労働局総務部長　殿

届出人　　 住 所
名 称
入札有資格者氏名

　なお、この届出に虚偽があった場合、契約解除・損害賠償の請求等について、契約後であって
も一切異議は申し立てません。



　　　　　　　　　　　　　　　　　社名　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　

　　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　住所（又は所在地）

※　個人の場合は生年月日を記載すること。

※　法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる（別添）資料を添付すること。

　行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同

　じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。

　もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある

　いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。

（５）役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

２　契約の相手方として不適当な行為をする者

　（１）暴力的な要求行為を行う者

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

　（２）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

　（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

　（４）偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者

　（５）その他前各号に準ずる行為を行う者

１　契約の相手方として不適当な者

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は

　役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代

　表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議

は一切申し立てません。

　また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。

記

入札様式２

暴力団等に該当しない旨の誓約書

　当社は、下記１及び２のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。



役職名
フリガナ

氏名
生年月日

（別添）

法人（個人）名：　　　　　　　　　　　　　　　　



電子入札案件の紙入札方式での参加について

支出負担行為担当官

宮崎労働局総務部長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　届出人

　貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加でき

ないので、紙入札方式で参加いたします。

記

２　電子調達システムでの参加ができない理由

１　入札案件名

令和８年度　高鍋公共職業安定所におけるレイアウト変更に伴う什器類購入

入札様式３

令和　　年　　月　　日

住　所

名　称

入札者名



 
 

入札様式４ 

 

 

 

入 札 書（ 紙 入 札 業 者 用 ） 

 

    

案件名 令和８年度 高鍋公共職業安定所におけるレイアウト変更に伴う什

器類購入 
 

 

入札金額 \                  

                 （消費税及び地方消費税は含まない。） 

 

 

 

 

              電子くじ番号 

（落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の３ケタを記載すること。） 

 

 

 

上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾のうえ入札します。 

 

 

 

 令和  年  月  日 

 支出負担行為担当官 

  宮崎労働局総務部長 殿 

 

              住    所 

              商号又は名称 

              代表者氏名又は代理人の氏名                   

 

   



【 紙 入 札 方 式 用 】

令和　　　年　　　月　　　日

支出負担行為担当官

宮崎労働局総務部長　殿

届出人 住　　　　所

名　　　　称

入札有資格者氏名

記

１　委任事項

（１）入札書の記入に関する事項

（２）入札書の提出に関する事項

（３）その他、入札の場において、有資格者がなすべき事項

２　委任案件

委任に関する届出書

　「令和８年度　高鍋公共職業安定所におけるレイアウト変更に伴う什器類購入」の

入札事案について委任する。

　私は、宮崎労働局が行う入札に関して、『　　　　　　　　　　　　　　』を代理人と

定め、下記のとおり委任します。

入札様式５



最近の物価高を踏まえ、厚生労働省は、

価格交渉に誠実に対応します。

まずはお気軽にご相談ください。

厚 生 労 働 省 と 契 約 中 の 事 業 者 の 皆 様 へ

価 格 交 渉 を す る こ と で 不 利 益 を 受 け る こ と は あ り ま せ ん ！

例

1 コストが上昇したため、価格交渉を申し出たが、応じてもらえなかった。

例

2 発注量減少や取引停止が不安で、価格交渉を申し出にくい。

例

3 価格交渉の結果、必要な価格転嫁がなされなかった。

こんな時は、契約に関する通報窓口にご相談ください！

担当

keiyaku-tsuho@mhlw.go.jpE-mail

FAX

〒100-8916 東京都千代田区霞が関１-２-２

厚生労働省大臣官房会計課会計企画調整室

03-3595-2121

契約に関する通報窓口 お問い合わせ先

最低賃金額の改定や物価上昇に適切に対応することが、

政府方針として閣議決定されています。

厚生労働省では、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇を

適切に価格転嫁できるよう、契約締結後の価格交渉に応じています。

現在の契約金額では、十分な価格転嫁ができない等、

お困りのことがありましたら、各契約担当者までお気軽にご相談ください。

1

2

3

宮崎労働局 

KMOBK
スタンプ



 

仕 様 書 

宮崎労働局 

１ 概要 

  高鍋公共職業安定所のレイアウト変更に伴い、什器等の物品を購入する。 

  本契約には、安定所のレイアウト変更に伴う什器の移設、新規調達品の搬入・設置及び廃棄予定

品の搬出が業務として含まれる。 

 

２ 納入・履行場所 

〒８８４－０００６ 児湯郡高鍋町大字上江字高月８３４０ 

   高鍋公共職業安定所 

   電話：（０９８３）２３－０８４８ 

 

３ 履行期限 

  本業務の履行期限は令和８年１０月３１日(土)までとする。 

  なお、履行場所での作業日程については以下のとおり。 

  ①新規調達品の搬入及び設置 

   令和８年１０月１７日(土)、１８日(日)または、令和８年１０月２４日（土）、１０月２５日

（日）とする。 

   ※実際に作業を行うにあたっては、下記１１(１)と日程を調整すること。 

  ②廃棄予定品の搬出 

   上記①と同じ 

 

４ 新規調達品の搬入及び設置 

(１)新規調達する物品 

   仕様書様式１「調達物品一覧」に記載のとおり。 

 なお、原則として仕様書様式１に記載する「参考仕様品」を調達することとし、参考仕様品以

外の製品を選択したい場合は、あらかじめ申請し、同等品として当局の承認を受けること。同等

品の申請については、入札説明書による。 

(２)設置及び移設 

   新規調達品は、仕様書様式２「レイアウト図」のとおり設置すること。 

   なお、仕様書様式１「調達物品一覧」品目番号９については、現場担当者の指示に従うこと。 

(３)納品書の交付 

   新規調達品の納入に当たっては、納入物品と共に「納品書」を上記２の納入場所に交付し、納

入場所担当者の検査を受けること。 

   納品書の様式は任意とするが、以下の内容を必ず記載すること。 

  ア 宛名「支出負担行為担当官 宮崎労働局総務部長」 

  イ 受注者の名称、所在地 

  ウ 案件名称「高鍋公共職業安定所におけるレイアウト変更に伴う什器類購入」 

  エ 納品日 

  オ 納品場所 

  カ 納品品目及び数量 

(４)注意事項 

  ア 新規調達品は、必ず全て新品であり、グリーン購入法適合品もしくは環境に配慮された製品

であること。 

  イ 参考仕様品以外を納品した場合で、寸法や材質等規格相違により使用に耐えないことが明ら

かとなった場合、直ちに受注者の責において交換等の措置を講じること。 

  ウ 搬入時に生じる段ボール等の廃材は、持ち帰ること。 

  エ 新規調達品の設置に際しては、必要に応じ、設置場所において連結固定・床固定等の転倒防



 

止措置を講ずること。 

  オ 納品期限内に物品等を納入し難い場合には、その事由を記して期限内に契約担当官あて納入

延期申出をする事ができる。契約担当官等は、その事由を正当と認めたときは納入延期を許可

するが、契約金額から遅滞料を差し引くこととする。 

ただし、契約担当官等が納入遅滞事由につき落札業者の責に帰し難いものと認めたときは、遅

滞料を免除することができる。 

遅滞料は、その期限の翌日より起算し未納入分の年３％の割合で計算した金額とする。 

 

５ 廃棄予定品の搬出 

(１)対象となる物品 

   廃棄予定品の詳細は、仕様書様式３－１「廃棄物品一覧」及び仕様書様式３－２「廃棄物品写

真」のとおり。 

(２)業務詳細及び注意事項 

  ア 上記(１)の物品を、執務室から搬出場所(詳細な場所については下記１１(１)と調整)まで搬

出すること。 

  イ 什器等の搬出に際し、解体や耐震固定の取外し等が必要なものについては、適宜これらの作

業を行った上で移動させること。 

 

６ 履行完了届の提出 

  上記４及び５に定める作業が全て終了した後、下記１１(１)に仕様書様式４「履行完了届」を提

出すること。 

 

７ 作業全般に係る注意事項 

(１)履行場所における搬出入等の作業に際しては、施工までに下記１１(１)と打ち合わせを行うこ

と。 

(２)履行場所での作業に際しては、履行場所担当者の指示に従い、必要に応じて床面、壁面等に養生

を行い、建物等に損傷等がないようにすること。損害を与えた場合は、受注者の負担で原状復帰

すること。 

 

８ 代金の請求及び支払い 

(１)上記６の履行完了届を提出し履行場所における検査に合格した後、速やかに下記１１(２)に支払

請求書を提出すること。支払いは、適法な支払請求書の受理から３０日以内に、銀行振込により

行う。 

(２)支払請求書には、以下の内容を必ず記載すること。 

  ア 宛名「官署支出官 宮崎労働局長」 

  イ 請求者の名称、所在地 

  ウ 案件名称「高鍋公共職業安定所におけるレイアウト変更に伴う什器類購入」 

  エ 作成日 

  オ 請求金額及び内訳 

  カ 振込先の口座情報 

 

９ 再委託について 

(１)当該業務の全部を第三者(子会社(会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。)を含む。)に再

委託することはできない。 

  ただし、契約金額に占める再委託契約金額の割合が５０％未満の場合には、当業務の一部を再委

託することができる。 

(２)当該業務の一部を再委託する場合は、契約書様式１「再委託に係る承認申請書」を提出し、当局

の承認を受けなければならない。 

  ただし、当該再委託額が５０万円未満の場合には、この限りでない。 

(３)再委託の相手方から、更に第三者に委託が行われる場合には、その旨を必ず報告し、履行体制の

把握のために必要な提出書類について指示を仰ぐこと。 

 



 

 

１０ その他注意事項 

(１)物品の納入までに要する全ての費用は、落札者の負担とする。人件費（労働者の賃金）について

は、宮崎県の最低賃金を必ず確認し、かつ、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によっ

て業務の履行確保に支障が生じることのないよう十分配慮のうえ見積るものとする。 

(２)本仕様書に記載のない事項については、当局担当者の指示によること。 

  また、本仕様書に記載のない事項で疑義が生じた場合は、その都度問い合わせること。 

(３) 原則、現地確認を行うこと。納品先担当に申し出、承認を得た上で行うこと。 

なお、現地確認に当たっては、施設利用者の妨げになることのないよう、細心の注意を払い行う

こと。 

(４)本業務の履行に際し知り得た事項は守秘義務を遵守し、情報の漏えい防止に万全を期すこと。 

(５)落札者は、仕様等の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 

 

１１ 各種問合せ先 

(１)仕様内容に関すること 

〒８８４－０００６ 児湯郡高鍋町大字上江字高月８３４０ 

  高鍋公共職業安定所 

  担当：管理課 穴谷 

  電話：（０９８３）２３－０８４８ 

(２)入札手続き・契約に関すること 

  〒８８０－０８０５ 宮崎市橘通東３丁目１番２２号 宮崎合同庁舎５階 

  宮崎労働局総務部総務課 

  担当：会計第１係 片平 

  電話：０９８５－３８－８８２０ 

  E メール： miyazakikaikei@mhlw.go.jp 



仕様書様式１・・・・・・・・・・・・・・・

番号 品目名 規格 要求数 単位 同等品 要求官署

1
個室ブース
（応募書類作成用）

オフィスコム　パネルデスク　KA・KO・I　品番：KAKOI-DESK
背板なしダークグレー×古木
テーブル：W952（±100）×D581（±200）×H720（±50）mm
全体：W1000×D800×H1200mm
背板無し（背板ありの場合、取り外し可能なものであること。)　、左右の衝立があること
下記3の椅子に適合するものであること

1 台 可 高鍋所

2
パソコンデスク
（自己検索用）

ane　パソコンデスク　品番：Zero-X 11030D
W950(±50)×D450(±50)×H700(±50)mm
天板：木製、茶色。脚：金属製または木製、黒または茶色
下記3の椅子に適合するものであること

4 台 可 高鍋所

3 カウンターチェア

XUEZEK　キャスター付き回転椅子　品番：ＷＺＫ-ＸＵＥＺＥＫ98501　オレンジ（別紙１カウンターチェア」
参照。）
ポリウレタンレザー生地、鉄スタンド
座面W360(±100)×D360(±100)×H400～600mm
全体W500（±100）×D500(±100)×H700（±200）mm
座面の高さは60mm以上高さを調整できること
座面が回転すればキャスターは無くても可
座面は防水、汚れを拭き取りやすい素材であること
上記1.2の机に適合するものであること

5 脚 可 高鍋所

4 ソファー

カワジュン　エマートソファ１.0P　品番：VSF-117-1-WL-XX
両肘付き　オレンジ（L-6574）　Cランク合成レザー　座面：H400（±100）mm
全体：W630(±250)×D630(±200)×H685(±200)mm
座面は防水、汚れを拭き取りやすい素材であること
一人用で背、両肘が付いていること

6 脚 可 高鍋所

5 ロビーチェア
ハストネット　背付タイプ　ロビーチェア　品番：HS-OD-2-1800
W1800×D580×H670　Bランク合成レザー張地　オレンジ（UP5081)
座面は防水、汚れを拭き取りやすい素材であること

5 台 可 高鍋所

6 衝立

I字（別紙２「衝立参考」参照。）
カウンターに適合する不透明な素材であること
（窓口の照度を考慮し、上部については半透明素材可）
高さが1500mm以上あること(窓口が暗くならない程度)
通行を妨げない程度に奥行きがあること（職員側はカウンターの半分近くまであると尚可）
暗すぎない落ち着いた色合いであること
※転倒防止のため固定すること
　（ねじ等を外せば移動ができる状態だと尚可）

11 枚 可 高鍋所

7 パンフレットスタンド

kunghei　回転式パンフレットディスプレイスタンド
品番： JJOUT8W7WDZY8-YT　黒　W350×D350×H1600mm
キャスター無し、安定性があり回転式であること
高さは1500mm以上であること
ポケットの重なる面積が少ない物であれば尚可

2 台 可 高鍋所

8 キッズコーナー

ジョインテックス　キッズサークルCK.（PVCレザー張り）
マット１枚　品番：CK-MT900　ピンク　W900×D900×H50mm　
ベンチ1個　品番：CK-B900　イエロー　W900×D300×H250mm
ベンチ２個　品番：CK-B1200　イエロー　W1200×D300×H250mm　
表面が防水、汚れを拭き取りやすい素材であること
色がカラフル（複数色やビビットカラー）だと尚可

1 式 可 高鍋所

9 荷物掛け
plusnao　バッグハンガー　品番：zak-54051　黒　C型
アルミニウム
耐荷重６ｋｇ以上であること

21 個 可 高鍋所

10 ノートパソコン
別紙３「ノートパソコン仕様」のとおり。
キーボードは日本語表記であること。

1 台 可 高鍋所

11 オフィスソフト

Windows　ワード、エクセルソフト
2024　デスクトップバージョンの永続版Windowsのアプリケーション
Word、Excel、PowerPointが使用できること
サポートリソースへのアクセス
Windows11、Windows10と互換性あり

1 台 可 高鍋所

12 Ａ4モノクロレーザープリンター
Canon　ＳａｔｅｒａＬＢＰ122
有線・無線ＬＡＮ、ＵＳＢ標準対応。
両面印刷可能であること。

1 台 可 高鍋所

13
Ａ4モノクロレーザープリンター　ト
ナー

Canon　ＳａｔｅｒａＬＢＰ122用のトナーカートリッジ　CRG-071H 1 台 可 高鍋所

物品調達一覧表



別紙１ 

物品調達一覧表Ｎｏ.３　カウンターチェア 

KMOBK
スタンプ



調達物品一覧表Ｎｏ.６　衝立参考 
別紙２ 

KMOBK
スタンプ



別紙３ 

                                      

ノートパソコン仕様 

項番 対象機器 項目 要件 

 

１ ノート PC モニタサイズ 

解像度 

15.6 型以上（液晶または有機 EL） 

1920×1080 以上  

２ OS Windows 11 Home 64bit 

３ CPU、メモリ 

 

インテル® プロセッサー N150 (up to 3.60 

GHz )以上 

メインメモリ：8 GB LPDDR5-4800MT/s (オンボ

ード)以上 

４ ストレージ 512 GB SSD M.2 2242 PCIe-NVMe Gen4 QLC 以上 

５ グラフィック Intel® Graphics（CPU 内蔵） 以上 

６ インターフェ

イス 

4-in-1 メディアカードリーダー、USB 3.2 

Gen1、電源コネクタ、USB 3.2 Gen1、HDMI、USB 

3.2 Gen1 Type-C(Power delivery 対応、

DisplayPort 出力機能付き)、マイクロホン/ヘ

ッドホン・コンボ・ジャック 以上 

７ Office Microsoft Office Home & Business 2024 以上 

（物品調達一覧表Ｎｏ.11 の仕様を満たすこ

と。） 

８ 無線 LAN Wi-Fi 6 対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n 準拠) 

以上 

 参考品：Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 9 アークティックグレー 

９  セキュリティ

対策 

ウイルス対策ソフト等を導入し、マルウェアや

ウイルスの感染対策をすること 

 セキュリティソフトをインストール済みであること。 

参考品：ESET HOME セキュリティ エッセンシャル(最新)| 1 台 3

年 

10 その他 OS 及び Office についてはインストール済みであること。 
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仕様書様式３－１・・・・

高鍋公共職業安定所

番号 種類 品目 規格 取得年月日 数量 配置

1 立脚台類
パーテーション
(間仕切りパネル）

プラス（円形アクリル） H16.2.27 5
職業紹介部

門

2 立脚台類
パーテーション
（間仕切りパネル）

衝立一式 H17.3.29 8

3 椅子類 長椅子 ＣＮ244ＢＰ H4.10.16 1 管理課

4 椅子類 長椅子 ＣＮ244Ｐ H4.10.16 1 管理課

5 椅子類 長椅子 ＣＮ244Ｐ H4.10.16 1 管理課

6 椅子類 長椅子 待合室の茶色の椅子 3

7 立脚台類 自己検索用台
アクリル付・中棚付（脚

無・付）
H16.7.23 12

職業紹介部
門

8 机類 記載台 ハイタイプＡＫ－1290 H17.3.29 1
職業紹介部

門

9 立掛台類 パンフレットラック Ｗ100×Ｄ520×Ｈ1470ｍｍ 1 ロビー

10 立掛台類 パンフレットラック Ｗ100×Ｄ520×Ｈ1500ｍｍ 1 ロビー

11 立脚台類 パンフレットラック Ｗ100×Ｄ530×Ｈ1500ｍｍ 1 ロビー

廃棄物品一覧



仕様書様式３－２・・

1

2

3

品目名：パーテーション（間仕切りパネル）

写真

品目名：衝立一式（※取得日一致する規格なし）

写真

品目名：長椅子

写真

廃棄物品写真



仕様書様式３－２・・

4

5

6

写真

品目名：長椅子

写真

品目名：長椅子

写真

品目名：長椅子（※取得日一致する規格なし）



仕様書様式３－２・・

7

8

9 品目名：パンフレットラック

写真

品目名：自己検索用台

写真

品目名：記載台

写真



仕様書様式３－２・・

10

11

写真

品目名：パンフレットラック

写真

品目名：パンフレットラック



 

仕様書様式４ 

令和 年 月 日 

 

支出負担行為担当官 

 宮崎労働局総務部長 殿 

 

(受託者) 

  住 所 

  会社名 

  代表者 

 

履  行  完  了  届 

 

 下記のとおり完了しましたのでお届けします。 

 

記 

 

      受託業務の名称     令和８年度 高鍋公共職業安定所にお
けるレイアウト変更に伴う什器類購入 

      履 行 概 要     仕様書のとおり 
      完 了 年 月 日     令和 年 月 日 



 
 

 
 
 

契  約  書 （案） 

 

１．件  名  令和８年度 高鍋公共職業安定所におけるレイアウト変更に伴う什器

類購入 

 

２．履行期限又は契約期間  契約締結日から令和８年１０月３１日まで 

 

３．契約品目及び契約単価  別紙１のとおり 

  契約単価に数量を乗じて得た額に、消費税法第28条第１項及び第29条並びに地方税

法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、100分の10を乗じて得た額（円未満の

端数切捨て）を消費税額及び地方消費税額として支払うものとする。 

 

４．履行場所  仕様書のとおり 

 

５．契約保証金  免除 

 

発注者（以下「甲」という。）と受注者（以下「乙」という。）は、「令和８年度 高

鍋公共職業安定所におけるレイアウト変更に伴う什器類購入」（以下「業務」という。）

に関し、別記条項により契約を締結する。 

本契約の証として本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。 

 

令和８年 月 日 

 

甲  宮崎県宮崎市橘通東３丁目１番２２号 

支出負担行為担当官 

宮崎労働局総務部長 小森 康正 
 

 

乙   

                     

                         



 
 

 
 
 

別記 

契 約 条 項 

 

（信義誠実の原則） 

第１条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。 

（契約の目的） 

第２条 乙は、別添仕様書に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。 

（費用負担） 

第３条 本契約書に別に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用

は、乙の負担とする。 

（再委託） 

第４条 乙は、業務の全部を第三者に再委託することはできない。ただし、契約金額に占

める再委託契約金額の割合が 50％未満である場合に限り、業務の一部を再委託することが

できる。 

２ 乙は、業務の一部を再委託する場合には、様式１により甲に再委託に係る承認申請書

を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託額が 50万円未満の場

合には、この限りでない。 

なお、この場合に乙は、再委託者の行為についてすべての責任を負うものとし、乙が本契

約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再委託者と約定しなけ

ればならない。 

３ 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反した

ことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導（行政機関から公表されたものに

限る。以下同じ。）を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応

じなければならない。 

４ 乙は、再委託先を変更する場合は、様式２により甲に再委託に係る変更承認申請書を

甲に提出し、その承認を受けなければならない。 

５ この契約にいう「第三者」「再委託先」とは、特に定めの無い限り乙と法人格を異に

する者をいい、子会社等資本関係にある者であっても「第三者」「再委託先」に該当する

ものとする。 

（履行体制） 

第５条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、前条の手続

の際、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体

制図を様式３により甲に提出しなければならない。 



 
 

 
 
 

２ 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに前条第４項の手続により様式

４により甲に承認を求めなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合につい

ては、この限りでない。 

（１）受託業務の実施に参加する事業者（以下「事業参加者」という。）の名称のみの変

更 

（２）事業参加者の住所のみの変更 

（３）契約金額のみの変更 

３ 前２項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため、乙に対して説明を求

めるものとし、乙は速やかにこれに応じなければならない。 

（遅滞料） 

第６条 甲は、乙が履行期限までに業務を完了しないときは、その翌日から起算した遅滞

日数に応じ、未履行分に相当する金額に対し、年 3.0 パーセントの割合で計算した額を遅

滞料として徴収するものとする。 

２ 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が遅滞料の額を超過する場合において、甲

がその超過分の損害につき乙に賠償請求することを妨げるものでない。 

（納期の無償延期） 

第７条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完

了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なけ

ればならない。 

２ 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、前条第１項の規

定にかかわらず、遅滞料を免除する。 

（監督） 

第８条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要

な指示をさせることができる。 

（検査） 

第９条 甲は乙から納品書の提出を受けた後、速やかに検査を行うものとする。この場合

において、乙の履行内容が甲の行う審査に合格しないときは、乙は甲の指示により現品の

取り替え及び修正等の対応措置を講ずるものとする。その場合に発生する費用等は全て乙

の負担とする。 

（契約金額の支払） 

第 10条 乙は、検査終了後、支払請求書を作成し、対価の支払いを甲に請求するものと

する。 

２ 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理し

た日から 30 日以内に支払わなければならない。 

 

 



 
 

 
 
 

（遅延利息） 

第 11条 甲は、自己の責に帰すべき事由により、前条第２項の期限までに対価を支払わ

ないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、昭

和 24年 12 月大蔵省告示第 991 号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める

件」に定める率により計算して得られた額（百円未満切捨）を遅延利息として乙に支払う

ものとする。 

（権利義務の譲渡等） 

第 12条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部

若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制

度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令（昭和 25 年

政令第 350 号）第１条の３に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律（平成 10 年

法律第 105 号）第２条第３項に規定する特定目的会社及び信託業法（平成 16 年法律第 154

号）第２条第２項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。 

２ 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにそ

の旨を書面により甲に届け出なければならない。 

（秘密の保持） 

第 13条 乙は、本契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三

者に漏らしてはならない。 

２ 乙は、本契約によって知得した内容を保護するために必要な措置を講じなくてはなら

ない。 

（契約の解除等） 

第 14条 甲は、いつでも自己の都合によって、本契約を解除することができる。 

２ 乙が本契約条項に違反したとき、又は完全に契約を履行する見込みがないと認められ

るときは、甲は何時でも本契約を解除することができる。この場合、違約金として甲は、

契約金額の 100 分の 10に相当する金額を乙に納付させるものとする。 

３ 乙が前項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該

期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算し

た額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 

４ 第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、

甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。 

（危険負担） 

第 15条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行が

できなくなったときは、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義

務を免れるものとする。 

 

 



 
 

 
 
 

（損害賠償） 

第 16条 乙は、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、他に定める場

合を除き、甲が実際に被った損害に限り、その損害を賠償するものとする。 

２ 乙は、本契約の履行に着手後、第 14 条第１項の規定による契約解除により損害が生

じたときは、甲の意思表示があった日から 10 日以内に、甲にその損害の賠償を請求する

ことができる。 

３ 甲は、前項の請求を受けたときは、適当と認めた金額を賠償するものとする。 

（談合等の不正行為に係る解除） 

第 17条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一

部を解除することができる。 

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあって

は、その役員又は使用人。以下同じ。）に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関

する法律（昭和 22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。）第７条又は同法第８条

の２（同法第８条第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排

除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において読み替えて準

用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第７条の４

第７項若しくは同法第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行

ったとき。 

（２）乙又は乙の代理人が刑法（明治 40 年法律第 45号）第 96条の６若しくは同法第 198

条又は独占禁止法第 89条第１項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき（乙

の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。）。 

（３）乙が競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書及び

自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。なお、甲が契約に際し当該書類を求めて

いない場合は除く。 

（４）乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことによ

り、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 

（５）第３項の規定による報告を行わなかったとき。 

２ 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の４第７項又は同法第

７条の７第３項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲

に提出しなければならない。 

３ 乙は、第１項第３号又は第４号の事実（再委託先に係るものを含む。）を知った場合

には、速やかに甲に報告しなければならない。 

（談合等の不正行為に係る違約金） 

第 18条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当することとなったときは、甲が本契

約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契



 
 

 
 
 

約金額（本契約締結後、契約金額の変更があったときは変更後の額）の 100 分の 10に相

当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第８条の

２（同法第８条第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除

措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 

（２）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（同法

第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を

行い、当該納付命令が確定したとき。 

（３）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の４第７項又は同

法第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

（４）乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の６若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条

第１項の規定による刑が確定したとき。 

（５）前条第１項第３号、第４号又は第５号のいずれかに該当したとき。 

２ 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 

３ 乙が第１項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当

該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算

した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 

４ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、

甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。 

（属性要件に基づく契約解除） 

第 19条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せ

ず、本契約を解除することができる。 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表

者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）

が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規

定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

しているとき。 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

 



 
 

 
 
 

（行為要件に基づく契約解除） 

第 20条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為があったと

認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

（１）暴力的な要求行為 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

（４）偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 

（５）その他前各号に準ずる行為 

（表明確約） 

第 21条 乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっ

ても該当しないことを確約する。 

２ 乙は、前２条各号の一に該当する者（以下「解除対象者」という。）を下請負人等

（下請負人（下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。）及び再受託者（再

委託以降のすべての受託者を含む。）並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関

して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）としないことを確約す

る。 

（下請負契約等に関する契約解除） 

第 22条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに

当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなけ

ればならない。 

２ 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負

人等の契約を承認したとき、又は正当な理由なく前項の規定に反して当該下請負人等との

契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないとき

は、本契約を解除することができる。 

（契約解除に基づく損害賠償） 

第 23条 第 19 条、第 20条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合において

甲は、これにより乙に生じた損害について何ら賠償することを要せず、乙は、甲に生じた

損害を賠償しなければならない。 

（不当介入に関する通報・報告） 

第 24条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼう

ゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」とい

う。）を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるととも

に、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協

力を行うものとする。 

 

 



 
 

 
 
 

（厚生労働省所管法令違反に係る報告） 

第 25条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政

処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 

（厚生労働省法令違反に係る契約解除） 

第 26条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せ

ず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 

（１）乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省法令違反により行政処分を受け又は

送検されたとき。 

（２）乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省法令違反に関する自己申告書に虚

偽があったことが判明したとき。 

（３）乙が、乙又はその役員若しくは使用者が第１号の状況に至ったことを報告しなかっ

たことが判明したとき。 

２ 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 

（厚生労働省法令違反に係る違約金） 

第 27条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に

基づき、契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があったときは変更後の額）の 100 分

の 10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

２ 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 

３ 乙が第１項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当

該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算

した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 

４ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、

甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。 

（納品物が契約の内容に適合しない場合の措置） 

第 28条 甲は、納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の

内容に適合していないこと（以下「契約不適合」という。）を知った時から１年以内に

（数量又は権利の不適合については期間制限なく）その旨を乙に通知した場合は、次の各

号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、

甲は、乙に対して第２号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第１号の履

行を催告することを要しないものとする。 

（１）甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品

との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと 

（２）直ちに代金の減額を行うこと 

２ 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契

約の解除を行うことができる。 



 
 

 
 
 

３ 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約

不適合が重大である場合は、第１項の通知期間を経過した後においてもなお前２項を適用

するものとする。 

（紛争等の解決方法） 

第 29条 本契約条項又は本契約に定めのない事項若しくは契約条項の解釈について紛争

又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。 

２ 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については宮崎地方裁判所

を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

（最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し） 

第 30条 契約締結後に最低賃金の改定が行われ、作業労働者の人件費が最低賃金額を下

回った場合又はエネルギーコスト等の変動により契約金額が不適当となった場合は、双方

協議の上で、適切な価格での契約の変更を行うことができるものとする。 

（存続条項） 

第 31条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第 6条、第 13 条、第 14 条第２項、

第 16条、第 17条、第 18条、第 20条、第 21条、第 23条、第 27条、第 29条及び本条は

なお有効に存続するものとする。 

（以下この頁余白） 

  

 



様式１ 

 

令和  年  月  日 

 

支出負担行為担当官 

 宮崎労働局総務部長 殿 

 

住   所 

商号又名称 

代表者氏名 

 

 

再委託に係る承認申請書 

 

「令和８年度 高鍋公共職業安定所におけるレイアウト変更に伴う什器類購入」に係る再

委託について、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１．委任する相手方の商号又は名称及び住所 

 

２．委任する相手方の業務の範囲 

 

３．委任を行う合理的理由 

 

４．委任する相手方が、委託される業務を履行する能力 

 

５．契約金額 

 

６．その他必要と認められる事項 

 

  



様式２ 

 

令和  年  月  日 

 

支出負担行為担当官 

 宮崎労働局総務部長 殿 

 

住   所  

商号又名称  

代表者氏名  

 

 

再委託に係る変更承認申請書 

 

「令和８年度 高鍋公共職業安定所におけるレイアウト変更に伴う什器類購入」に係る再

委託について、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１．変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所 

 

２．変更後の事業者の業務の範囲 

 

３．変更する理由 

 

４．変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力 

 

５．契約金額 

 

６．その他必要と認められる事項 

 

  



様式３ 

 

履行体制図 

 

【履行体制図に記載すべき事項】 

 ・各事業参加者の事業名及び住所 

 ・契約金額（丙が再委託する事業者のみ記載のこと。） 

 ・各事業参加者の行う業務の範囲 

 ・業務の分担関係を示すもの 

 

【履行体制図の記載例】 

事業者名 住所 契約金額 業務の範囲 

Ａ ○○県〇〇市   

Ｂ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

乙  

事業者Ａ   

事業者Ｃ   

事業者Ｂ   



様式４ 

 

令和  年  月  日 

 

支出負担行為担当官 

 宮崎労働局総務部長 殿 

 

住   所  

商号又名称  

代表者氏名  

 

 

履行体制図変更届出書 

 

契約書第５条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 

 

記 

 

      １．契約件名（契約締結時の日付も記載のこと。） 

      ２．変更の内容 

      ３．変更後の体制図 

 

  

 

 

 



 

仕 様 書 

宮崎労働局 

１ 概要 

  高鍋公共職業安定所のレイアウト変更に伴い、什器等の物品を購入する。 

  本契約には、安定所のレイアウト変更に伴う什器の移設、新規調達品の搬入・設置及び廃棄予定

品の搬出が業務として含まれる。 

 

２ 納入・履行場所 

〒８８４－０００６ 児湯郡高鍋町大字上江字高月８３４０ 

   高鍋公共職業安定所 

   電話：（０９８３）２３－０８４８ 

 

３ 履行期限 

  本業務の履行期限は令和８年１０月３１日(土)までとする。 

  なお、履行場所での作業日程については以下のとおり。 

  ①新規調達品の搬入及び設置 

   令和８年１０月１７日(土)、１８日(日)または、令和８年１０月２４日（土）、１０月２５日

（日）とする。 

   ※実際に作業を行うにあたっては、下記１１(１)と日程を調整すること。 

  ②廃棄予定品の搬出 

   上記①と同じ 

 

４ 新規調達品の搬入及び設置 

(１)新規調達する物品 

   仕様書様式１「調達物品一覧」に記載のとおり。 

 なお、原則として仕様書様式１に記載する「参考仕様品」を調達することとし、参考仕様品以

外の製品を選択したい場合は、あらかじめ申請し、同等品として当局の承認を受けること。同等

品の申請については、入札説明書による。 

(２)設置及び移設 

   新規調達品は、仕様書様式２「レイアウト図」のとおり設置すること。 

   なお、仕様書様式１「調達物品一覧」品目番号９については、現場担当者の指示に従うこと。 

(３)納品書の交付 

   新規調達品の納入に当たっては、納入物品と共に「納品書」を上記２の納入場所に交付し、納

入場所担当者の検査を受けること。 

   納品書の様式は任意とするが、以下の内容を必ず記載すること。 

  ア 宛名「支出負担行為担当官 宮崎労働局総務部長」 

  イ 受注者の名称、所在地 

  ウ 案件名称「高鍋公共職業安定所におけるレイアウト変更に伴う什器類購入」 

  エ 納品日 

  オ 納品場所 

  カ 納品品目及び数量 

(４)注意事項 

  ア 新規調達品は、必ず全て新品であり、グリーン購入法適合品もしくは環境に配慮された製品

であること。 

  イ 参考仕様品以外を納品した場合で、寸法や材質等規格相違により使用に耐えないことが明ら

かとなった場合、直ちに受注者の責において交換等の措置を講じること。 

  ウ 搬入時に生じる段ボール等の廃材は、持ち帰ること。 

  エ 新規調達品の設置に際しては、必要に応じ、設置場所において連結固定・床固定等の転倒防



 

止措置を講ずること。 

  オ 納品期限内に物品等を納入し難い場合には、その事由を記して期限内に契約担当官あて納入

延期申出をする事ができる。契約担当官等は、その事由を正当と認めたときは納入延期を許可

するが、契約金額から遅滞料を差し引くこととする。 

ただし、契約担当官等が納入遅滞事由につき落札業者の責に帰し難いものと認めたときは、遅

滞料を免除することができる。 

遅滞料は、その期限の翌日より起算し未納入分の年３％の割合で計算した金額とする。 

 

５ 廃棄予定品の搬出 

(１)対象となる物品 

   廃棄予定品の詳細は、仕様書様式３－１「廃棄物品一覧」及び仕様書様式３－２「廃棄物品写

真」のとおり。 

(２)業務詳細及び注意事項 

  ア 上記(１)の物品を、執務室から搬出場所(詳細な場所については下記１１(１)と調整)まで搬

出すること。 

  イ 什器等の搬出に際し、解体や耐震固定の取外し等が必要なものについては、適宜これらの作

業を行った上で移動させること。 

 

６ 履行完了届の提出 

  上記４及び５に定める作業が全て終了した後、下記１１(１)に仕様書様式４「履行完了届」を提

出すること。 

 

７ 作業全般に係る注意事項 

(１)履行場所における搬出入等の作業に際しては、施工までに下記１１(１)と打ち合わせを行うこ

と。 

(２)履行場所での作業に際しては、履行場所担当者の指示に従い、必要に応じて床面、壁面等に養生

を行い、建物等に損傷等がないようにすること。損害を与えた場合は、受注者の負担で原状復帰

すること。 

 

８ 代金の請求及び支払い 

(１)上記６の履行完了届を提出し履行場所における検査に合格した後、速やかに下記１１(２)に支払

請求書を提出すること。支払いは、適法な支払請求書の受理から３０日以内に、銀行振込により

行う。 

(２)支払請求書には、以下の内容を必ず記載すること。 

  ア 宛名「官署支出官 宮崎労働局長」 

  イ 請求者の名称、所在地 

  ウ 案件名称「高鍋公共職業安定所におけるレイアウト変更に伴う什器類購入」 

  エ 作成日 

  オ 請求金額及び内訳 

  カ 振込先の口座情報 

 

９ 再委託について 

(１)当該業務の全部を第三者(子会社(会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。)を含む。)に再

委託することはできない。 

  ただし、契約金額に占める再委託契約金額の割合が５０％未満の場合には、当業務の一部を再委

託することができる。 

(２)当該業務の一部を再委託する場合は、契約書様式１「再委託に係る承認申請書」を提出し、当局

の承認を受けなければならない。 

  ただし、当該再委託額が５０万円未満の場合には、この限りでない。 

(３)再委託の相手方から、更に第三者に委託が行われる場合には、その旨を必ず報告し、履行体制の

把握のために必要な提出書類について指示を仰ぐこと。 

 



 

 

１０ その他注意事項 

(１)物品の納入までに要する全ての費用は、落札者の負担とする。人件費（労働者の賃金）について

は、宮崎県の最低賃金を必ず確認し、かつ、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によっ

て業務の履行確保に支障が生じることのないよう十分配慮のうえ見積るものとする。 

(２)本仕様書に記載のない事項については、当局担当者の指示によること。 

  また、本仕様書に記載のない事項で疑義が生じた場合は、その都度問い合わせること。 

(３) 原則、現地確認を行うこと。納品先担当に申し出、承認を得た上で行うこと。 

なお、現地確認に当たっては、施設利用者の妨げになることのないよう、細心の注意を払い行う

こと。 

(４)本業務の履行に際し知り得た事項は守秘義務を遵守し、情報の漏えい防止に万全を期すこと。 

(５)落札者は、仕様等の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 

 

１１ 各種問合せ先 

(１)仕様内容に関すること 

〒８８４－０００６ 児湯郡高鍋町大字上江字高月８３４０ 

  高鍋公共職業安定所 

  担当：管理課 穴谷 

  電話：（０９８３）２３－０８４８ 

(２)入札手続き・契約に関すること 

  〒８８０－０８０５ 宮崎市橘通東３丁目１番２２号 宮崎合同庁舎５階 

  宮崎労働局総務部総務課 

  担当：会計第１係 片平 

  電話：０９８５－３８－８８２０ 

  E メール： miyazakikaikei@mhlw.go.jp 



仕様書様式１・・・・・・・・・・・・・・・

番号 品目名 規格 要求数 単位 同等品 要求官署

1
個室ブース
（応募書類作成用）

オフィスコム　パネルデスク　KA・KO・I　品番：KAKOI-DESK
背板なしダークグレー×古木
テーブル：W952（±100）×D581（±200）×H720（±50）mm
全体：W1000×D800×H1200mm
背板無し（背板ありの場合、取り外し可能なものであること。)　、左右の衝立があること
下記3の椅子に適合するものであること

1 台 可 高鍋所

2
パソコンデスク
（自己検索用）

ane　パソコンデスク　品番：Zero-X 11030D
W950(±50)×D450(±50)×H700(±50)mm
天板：木製、茶色。脚：金属製または木製、黒または茶色
下記3の椅子に適合するものであること

4 台 可 高鍋所

3 カウンターチェア

XUEZEK　キャスター付き回転椅子　品番：ＷＺＫ-ＸＵＥＺＥＫ98501　オレンジ（別紙１カウンターチェア」
参照。）
ポリウレタンレザー生地、鉄スタンド
座面W360(±100)×D360(±100)×H400～600mm
全体W500（±100）×D500(±100)×H700（±200）mm
座面の高さは60mm以上高さを調整できること
座面が回転すればキャスターは無くても可
座面は防水、汚れを拭き取りやすい素材であること
上記1.2の机に適合するものであること

5 脚 可 高鍋所

4 ソファー

カワジュン　エマートソファ１.0P　品番：VSF-117-1-WL-XX
両肘付き　オレンジ（L-6574）　Cランク合成レザー　座面：H400（±100）mm
全体：W630(±250)×D630(±200)×H685(±200)mm
座面は防水、汚れを拭き取りやすい素材であること
一人用で背、両肘が付いていること

6 脚 可 高鍋所

5 ロビーチェア
ハストネット　背付タイプ　ロビーチェア　品番：HS-OD-2-1800
W1800×D580×H670　Bランク合成レザー張地　オレンジ（UP5081)
座面は防水、汚れを拭き取りやすい素材であること

5 台 可 高鍋所

6 衝立

I字（別紙２「衝立参考」参照。）
カウンターに適合する不透明な素材であること
（窓口の照度を考慮し、上部については半透明素材可）
高さが1500mm以上あること(窓口が暗くならない程度)
通行を妨げない程度に奥行きがあること（職員側はカウンターの半分近くまであると尚可）
暗すぎない落ち着いた色合いであること
※転倒防止のため固定すること
　（ねじ等を外せば移動ができる状態だと尚可）

11 枚 可 高鍋所

7 パンフレットスタンド

kunghei　回転式パンフレットディスプレイスタンド
品番： JJOUT8W7WDZY8-YT　黒　W350×D350×H1600mm
キャスター無し、安定性があり回転式であること
高さは1500mm以上であること
ポケットの重なる面積が少ない物であれば尚可

2 台 可 高鍋所

8 キッズコーナー

ジョインテックス　キッズサークルCK.（PVCレザー張り）
マット１枚　品番：CK-MT900　ピンク　W900×D900×H50mm　
ベンチ1個　品番：CK-B900　イエロー　W900×D300×H250mm
ベンチ２個　品番：CK-B1200　イエロー　W1200×D300×H250mm　
表面が防水、汚れを拭き取りやすい素材であること
色がカラフル（複数色やビビットカラー）だと尚可

1 式 可 高鍋所

9 荷物掛け
plusnao　バッグハンガー　品番：zak-54051　黒　C型
アルミニウム
耐荷重６ｋｇ以上であること

21 個 可 高鍋所

10 ノートパソコン
別紙３「ノートパソコン仕様」のとおり。
キーボードは日本語表記であること。

1 台 可 高鍋所

11 オフィスソフト

Windows　ワード、エクセルソフト
2024　デスクトップバージョンの永続版Windowsのアプリケーション
Word、Excel、PowerPointが使用できること
サポートリソースへのアクセス
Windows11、Windows10と互換性あり

1 台 可 高鍋所

12 Ａ4モノクロレーザープリンター
Canon　ＳａｔｅｒａＬＢＰ122
有線・無線ＬＡＮ、ＵＳＢ標準対応。
両面印刷可能であること。

1 台 可 高鍋所

13
Ａ4モノクロレーザープリンター　ト
ナー

Canon　ＳａｔｅｒａＬＢＰ122用のトナーカートリッジ　CRG-071H 1 台 可 高鍋所

物品調達一覧表



別紙１ 

物品調達一覧表Ｎｏ.３　カウンターチェア 

KMOBK
スタンプ



調達物品一覧表Ｎｏ.６　衝立参考 
別紙２ 

KMOBK
スタンプ



別紙３ 

                                      

ノートパソコン仕様 

項番 対象機器 項目 要件 

 

１ ノート PC モニタサイズ 

解像度 

15.6 型以上（液晶または有機 EL） 

1920×1080 以上  

２ OS Windows 11 Home 64bit 

３ CPU、メモリ 

 

インテル® プロセッサー N150 (up to 3.60 

GHz )以上 

メインメモリ：8 GB LPDDR5-4800MT/s (オンボ

ード)以上 

４ ストレージ 512 GB SSD M.2 2242 PCIe-NVMe Gen4 QLC 以上 

５ グラフィック Intel® Graphics（CPU 内蔵） 以上 

６ インターフェ

イス 

4-in-1 メディアカードリーダー、USB 3.2 

Gen1、電源コネクタ、USB 3.2 Gen1、HDMI、USB 

3.2 Gen1 Type-C(Power delivery 対応、

DisplayPort 出力機能付き)、マイクロホン/ヘ

ッドホン・コンボ・ジャック 以上 

７ Office Microsoft Office Home & Business 2024 以上 

（物品調達一覧表Ｎｏ.11 の仕様を満たすこ

と。） 

８ 無線 LAN Wi-Fi 6 対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n 準拠) 

以上 

 参考品：Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 9 アークティックグレー 

９  セキュリティ

対策 

ウイルス対策ソフト等を導入し、マルウェアや

ウイルスの感染対策をすること 

 セキュリティソフトをインストール済みであること。 

参考品：ESET HOME セキュリティ エッセンシャル(最新)| 1 台 3

年 

10 その他 OS 及び Office についてはインストール済みであること。 
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番号 種類 品目 規格 取得年月日 数量 配置

1 立脚台類
パーテーション
(間仕切りパネル）

プラス（円形アクリル） H16.2.27 5
職業紹介部

門

2 立脚台類
パーテーション
（間仕切りパネル）

衝立一式 H17.3.29 8

3 椅子類 長椅子 ＣＮ244ＢＰ H4.10.16 1 管理課

4 椅子類 長椅子 ＣＮ244Ｐ H4.10.16 1 管理課

5 椅子類 長椅子 ＣＮ244Ｐ H4.10.16 1 管理課

6 椅子類 長椅子 待合室の茶色の椅子 3

7 立脚台類 自己検索用台
アクリル付・中棚付（脚

無・付）
H16.7.23 12

職業紹介部
門

8 机類 記載台 ハイタイプＡＫ－1290 H17.3.29 1
職業紹介部

門

9 立掛台類 パンフレットラック Ｗ100×Ｄ520×Ｈ1470ｍｍ 1 ロビー

10 立掛台類 パンフレットラック Ｗ100×Ｄ520×Ｈ1500ｍｍ 1 ロビー

11 立脚台類 パンフレットラック Ｗ100×Ｄ530×Ｈ1500ｍｍ 1 ロビー

廃棄物品一覧
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1

2

3

品目名：パーテーション（間仕切りパネル）

写真

品目名：衝立一式（※取得日一致する規格なし）

写真

品目名：長椅子

写真

廃棄物品写真
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4

5

6

写真

品目名：長椅子

写真

品目名：長椅子

写真

品目名：長椅子（※取得日一致する規格なし）
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7

8

9 品目名：パンフレットラック

写真

品目名：自己検索用台

写真

品目名：記載台

写真
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10

11

写真

品目名：パンフレットラック

写真

品目名：パンフレットラック



 

仕様書様式４ 

令和 年 月 日 

 

支出負担行為担当官 

 宮崎労働局総務部長 殿 

 

(受託者) 

  住 所 

  会社名 

  代表者 

 

履  行  完  了  届 

 

 下記のとおり完了しましたのでお届けします。 

 

記 

 

      受託業務の名称     令和８年度 高鍋公共職業安定所にお
けるレイアウト変更に伴う什器類購入 

      履 行 概 要     仕様書のとおり 
      完 了 年 月 日     令和 年 月 日 


